長崎県広報誌有料広告掲載業務仕様書

第1条（趣旨）
この仕様書は、長崎県（以下「県」という。）が発行する広報誌に掲載する広告を作成するために必要な事項を定めるものとする。

第2条（業務内容）
広報誌に有料広告を掲載する業務を行う者（以下、「事業者」という。）は、この仕様書に定めるもののほか、関係法令等を遵守のうえ、広告を作成し、完全版下原稿で電子データにより県が指定する場所に納めるものとする。

第3条（掲載誌の概要）
広告を掲載する広報誌の概要は、次のとおりである。
（1）規格	　200mm×287mm（A4より横1cm×縦1cm短いサイズ）、
		　　　　　　　　オールカラー、12ページ
（2）発行	　毎月発行
（3）配布先	　長崎県内の自治会加入世帯及び公共機関など
（4）発行部数	　約47万部

第4条（広告掲載場所等）
広告の掲載場所等は、次のとおりとする。
（1）掲載誌
広報誌令和8年5月号から令和9年4月号までの各号
（2）掲載場所
広報誌各号の10面と11面の下段の計２枠
（3）広告枠の大きさ
広報誌各号の10面と11面　1枠当たり縦40mm×横185mmを原則とする。
（4）広告枠の分割
広告枠を分割して広告を掲載することはできない。
（5）同一の広告主による重複掲載
同一の広告主による広告を同一号の複数箇所に掲載することはできない。ただし、同一の広告主による広告を複数月連続して掲載することを妨げない。

第5条（広告の掲載基準）
広告の内容等が、長崎県広報媒体広告掲載要綱（以下、「要綱」という。）第4条に該当するものは掲載しないものとする。なお、同条第2項第7号「その他、広報媒体に掲載する広告として適当でないと認められるもの」については、以下に掲げるもののほか、広告の内容等に応じて個別に判断するものとする。
また、当該内容等の全部又は一部について修正又は削除等をおこなうことにより広告を掲載することができると認められる場合は、県は、事業者又は広告主にその修正又は削除等を求めることができる。
（1）異性交際に係るインターネットその他電気通信を利用しつつ、異性交際希望者が相互に連絡することができるようにする役務を提供するもの
（2）いわゆる「マルチ商法」（「特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）」に規定する連鎖販売取引）及び「モニター商法」（同法に規定する業務提供誘引販売取引）その他これらに類似するもの
（3）投機的商品（投資信託、商品先物取引、外国為替証拠金取引（FX）等）に関するもの
（4）特定人の私的な秘密事項を調査するもの

第6条（広告の内容及び体裁）
広告の作成に当たっては、関係法令等を遵守するほか、消費者および読者への配慮の観点から、次の事項を満たすこととする。
（1）記事と区別するため、広告枠の左上又は右上の隅に「広告」と表示すること。その文字は、UDフォントで11ポイントの大きさとし、外側を実線で囲むこと。
（2）広告には、必ず広告主の名称及び問い合わせ先を表記すること。
（3）文字の大きさは、8ポイント以上100ポイント以下とする。
（4）読者にとって見やすい配色、レイアウト、デザイン等とすること。
（5）広告の対象となる商品及びサービス等の内容について、読者が誤解するおそれのある表現を用いないこと。
（6）申し込みを先着順とする場合のほか、期限又は数量制限を設ける場合は、申込期間を十分に確保するなど、消費者の商品選択の機会の付与に努めること。

第7条（広告の作成）
事業者は、広告の内容等について、次のとおり県と協議のうえ、有料広告掲載業務を遂行するものとする。事業者から協議のあった内容について、県が不適当であると判断した場合は、内容の補正等を求めることができる。
なお、協議が成立しない場合は、県の解釈によるものとする。
（1）事業者は、広告掲載開始日の前月の10日までに広告主と広告の内容について、県と協議する。
（2）県は、広告掲載開始日の前月の18日までに広告主と広告の内容を承認する。
（3）事業者は、承認日から起算して3日以内に、県との協議が済んだ完全版下原稿を県が指定するソフトウェアにより作成し、電子データで県が指定する場所に納品する。ただし、当該日が「長崎県の休日を定める条例」に規定する休日に当たる場合は、県が別に定める。

２　前項の規定により作成する広告に関する経費は、事業者又は広告主が負担するものとする。

第8条（広告掲載の申し込み等）
広告主は、事業者に対し広告掲載の申し込み等を行うものとする。

第9条（広告主の募集）
事業者は、企業等の応募機会を確保するとともに、特定の企業等に偏らないようにするため、広告主を募集するものとする。

第10条（広告主の選定）
事業者は、広告掲載を希望する者から広告主を選定するとともに、掲載の可否について、県と協議しなければならない。
２　事業者は、前項の協議において、県の求めに応じて書類等を提出しなければならない。

第11条（広告掲載の優先順位）
事業者は、前条の規定により広告主を選定する際には、地域性、公共性を考慮して優先順位を決定するものとする。なお、広告主に県外企業が含まれる場合、県内企業の広告主を優先するものとする。

第12条（原稿の確認）
事業者は、入稿用データにより原稿の内容を確認するものとし、その後に原稿の内容の変更を求めることはできないものとする。

第13条（掲載の確認）
県は、広告掲載月の末日までに広告を掲載した広報誌を事業者に提出し、広告掲載の確認を得るものとする。

第14条（その他）
この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、県が別に定める。
